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緑の基本計画（第 2 次）施策・関連事業等一覧 
＜ 第 5 章 緑地の保全及び緑化の推進のための施策 ＞ 緑の基本計画 P44～ 
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成果指標 

項  目 現況値 目標値 

森林面積の割合 36.5％（令和元年度） 現況値維持（令和 12 年度） 

農用地区域の割合 14.4％（令和元年度） 13.2％以上（令和 12 年度） 

森林環境譲与税の活用による間伐等の施業面積 ― ※意向調査実施後に設定 

基本施策 
具体施策内容・関連事業一覧 

 
施策内容 事業名 事業内容 これまでの取組 令和 4 年度の取組 評価・課題 担当課 

(1) 骨格となる森林の保全 

 

森林は、私たちの暮らしに欠かせない

貴重な財産であり、環境保全や自然災

害の防止、河川の水質保全、野生動植

物を育む観点からも重要であり、本市

の緑の軸の骨格となる国有林、富ヶ岡

の森、南の里の森、仁別・三島の森を保

全します。 

 

●国有林の保全① 

●富ヶ岡の森の保全② 

●南の里の森の保全③ 

●仁別・三島の森の保全④ 

★ボールパーク周辺の市有林の保全⑤ 

1 

●富ヶ岡の森の保全② 

富ヶ岡の市有林は、緑化に関する意識の

醸成を図る活動や、緑化活動の拠点とし

て充実を図っていきます。 

緑の活動拠点運営

事業 

緑陽中学校の里山林業体験学習として春

季に下草刈、秋季には枝払いを行う。ま

た、ＮＰＯ法人北広島森林ボランティア・

メイプル主催による、市民を対象とした

森林散策観察会や間伐材を利用した炭作

り、燻製作りの体験学習など１年に数回

の実施を継続している。（ＮＰＯ法人は市

との協定書により「富ヶ岡の森」の維持管

理を実施） 

平成 18 年度から「富ヶ岡の森」を緑陽中

学校の里山林業体験学習の場として毎年

活用している。 

「富ヶ岡の森」で緑陽中学校の里山林業体験

学習として、春季に遊歩道の草刈り、秋季に

は枝払いを行った。また、山野草の植生やキ

ノコの観察会など、除間伐材を利用したもの

づくりなど 12 回の活動を行った。 

森林とのふれあい体験学習を実践するため、

今後もボランティア等の協力により、活動を

継続する。 

都市整備課 
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●南の里の森の保全③ 

南の里の森は、平成 17 年度に都市緑地法

に基づく特別緑地保全地区に指定され、

今後も、豊かな樹林地を保全し、市民の憩

いの場として活用を図ります。 

(管理業務) 

平成 20 年度より北海道から受託した管

理業務を実施している。また、林道の巡視

などの業務を委託している。 

平成 20 年度より北海道から受託した管

理業務を実施している。また、林道の巡視

などの業務を委託している。環境緑地保

護区域については、道条例に基づき指導

している。 

散策道の巡視、草刈や清掃の維持管理業務を

委託した。 

豊かな樹林地による市民の憩いの場として活

用されていることから、今後も散策道の巡視、

草刈りや清掃等の維持管理を継続し、良好な

自然環境の保全に努めるため、今後も継続し

ていく。 

都市整備課 
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●仁別・三島の森の保全④ 

仁別・三島の森については 566ha を本市

で取得し、平成 18 年度に水源涵養保安林

に指定しました。その後、新たに私有林

（133ｈａ）を取得しました。今後も、緑

の軸の骨格である仁別・三島の森の保全

に努めます。 

森林保全活用事業 

森林整備計画に基づく森林経営計画に沿

って市有林の間伐等の整備を実施し、健

全な森林の形成を図る。 

仁別・三島地区の保安林については、北海

道による治山事業実施箇所の維持管理や

三別沢林道改良工事の完了により整備が

進んでいる。また、間伐や風倒木被害によ

る皆伐、植栽による整備を実施している。 

仁別地区において、令和３年度に植栽を行っ

た部分の下刈りを行った。 

健全な森林の形成を図るため、森林の機能と

その機能を発揮する上で望ましい森林の姿を

目指し整備・保全を進める。 

都市整備課 
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★ボールパーク周辺の市有林の保全⑤ 

ボールパーク周辺の市有林の一部が、令

和元年（2019 年）10 月に特別天然記念

物野幌原始林に追加指定されたことか

ら、保全するとともに、周辺の緑について

は、保存と活用について検討を進めます。 

野幌原始林保存活

用計画策定事業 

特別天然記念物野幌原始林の保全を図る

ため、保存及び活用について検討する。 

令和 2 年度から指定地の現況を把握する

ため、北広島市特別天然記念物野幌原始

林調査委員会を設置し、植物等の植生調

査を実施した。 

指定地の現況を把握するため、令和 2 年度か

ら実施している植物等の植生調査を引き続き

実施した。 

令和 5 年度からは、3 年間かけて実施した植

物等の植生調査を生かし、保存活用計画を 2

か年かけて策定する予定。 

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

ｾﾝﾀｰ 

5 

●骨格となる森林をつなぐ私有林や農地

の保全⑥ 

山地、丘陵地にある小規模な私有林など

や農地については、各種施策との連携に

より、保全に努めます。 

管理業務 

多面的機能支払交

付金事業 

小規模な私有林などについては、森林法

の規定に基づき保全していく。また、多面

的な機能を持つ農地については、交付金

の活用により保全を図る。 

森林については伐採の届出制度などによ

り、また、農地については自主的に農業施

設を維持する団体への交付金を交付して

いる。 

伐採の届出のあった個所は、適宜現地確認を

行い、監視している。また、自主的に農業施

設を維持する団体への交付金は継続してい

る。 

ウッドショックなどの木材需要の増加によ

り、伐採などの動きが活発になってきている。

また、自主的に農業施設を維持する団体につ

いては、意欲ある活動が継続している 

農政課 
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★森林環境譲与税を活用した森林の整備

⑦ 

森林環境譲与税の有効な活用により、私

有林及び市有林の適正な管理を図りま

す。 

森林経営管理事業 
森林経営管理制度の運用により、私有林

及び市有林の整備を促進する。 

森林資源の概況調査を実施し、私有林の

整備検討に着手した。 

業務委託により、標準地調査（現地調査によ

る林相や材積想定）を実施し、森林整備の方

向性やモデル地区を選定した。 

今後は、森林所有者より経営管理権の取得を

目指すが、施業が出来る経営管理権集積計画

が策定できるか課題である。 

農政課 

基本方針 1 環境保全系統 豊かな森や林を将来の世代に引き継ぐための施策  
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基本施策 

具体施策内容・関連事業一覧 

 
施策内容 事業名 事業内容 これまでの取組 令和 4 年度の取組 評価・課題 担当課 

 
 
 
 
(1) 骨格となる森林の保全 
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●河川緑地の保全⑧ 

河川については、自然環境に配慮した治

水対策に併せて、河川緑地の保全に努め

ます。 

（整備事業） 

河川の氾濫を防止し河川沿いの住民及び

家屋、農地等の財産を守るとともに、自然

環境や野生生物の生息に配慮し改修す

る。 

輪葉川の市街化区域内で、河岸浸食が進

行して背後地の宅地が影響を受ける可能

性が高い箇所の護岸改修を環境保全に配

慮した工法で実施した。 

今後については未定である。（休止） 
河川改修については休止状態であることか

ら、河川環境の維持管理や保全に努める。 
都市整備課 

8 
★グリーンインフラを活用した自然環境

の保護⑨ 

ボールパーク関連道路沿線における吸収

源の確保と野生動植物の生息、生育空間

の保護に努めるとともに、東の里遊水地

においては、治水機能の維持やレクリエ

ーション活動の場として、並びに自然環

境の保全・再生に努めます。 

都市公園整備事業 

ボールパーク構想において新たに整備す

るアクセス道路周辺に都市公園等を整備

し、既存樹木を吸収源及び野生動植物の

生息、生育空間として活用するとともに、

本市の緑豊かな魅力を印象付けられる緑

を配備する。 

令和 2 年度に事業計画を策定し、用地取

得、現況測量等を進めている。 

既存樹木の保全、施設整備等については、

ボールパークへのアクセス道路周辺の自

然やアウトドア、スポーツ等の活動の機

会を検討する “市道西裏線周辺地域のあ

り方を考える懇談会”により具体計画を

策定していく。 

北広島市ボールパーク周辺緑地利活用懇談会

を開催し、整備内容についての意見交換を実

施した。 

引き続き利活用懇談会を開催し、周辺緑地の

保全と利活用について具体的な整備内容の検

討を行う。 

都市整備課 

9 （管理業務） 

北海道開発局により、平成 23 年 10 月

24 日に遊水地本体工事着工（面積 約

150ha、貯水容量 約 620 万㎥）、令和

元年度に完了。 

平成 30 年 3 月に東の里遊水地利活用計

画を策定し、R 元年度に遊水地本体工事

が完了。供用開始後、自然回帰の状況を確

認中。 

東の里遊水地における自然回帰の状況を確認

した。 

遊水地での利活用施設の整備の取組みを進め

る。 
建設総務課 
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●市街地内の豊かな樹林地の保全⑩ 

緑葉公園など既存樹林地を生かした公園

や、緑保全地区に指定されている市街地

内の樹林地などについては、所有者や市

民の協力により保全に努めます。 

（管理業務） 
既存の都市緑地や緩衝的な役割を果たす

緑地の保全に努める。 

除草、樹木剪定や除間伐等の作業による

維持管理を実施している。 

公園及び緑地内の高木樹の整枝・剪定、倒木

の処理を実施した。 
今後も、緑地保全のために維持管理を行う。 

都市整備課 
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●市街地周辺の樹林地の保全⑪ 

良好な住環境をもたらし、自然とのふれ

あいの場となる市街地周辺の緑は、所有

者の理解や協力を得ながら保全に努めま

す。 

緑地内の高木樹の整枝・剪定、倒木の処理を

実施した。 
今後も、緑地保全のために維持管理を行う。 
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●特定外来種や有害鳥獣の対策⑫ 

農業被害や生態系への影響が懸念されて

いる特定外来生物や、有害鳥獣について 

は、生物多様性の確保の観点からも、適切

な対策を講じます。 

有害鳥獣駆除対策

事業 

生活環境被害の防止や生態系の維持を図

るため、北海道と連携して特定外来生物

であるアライグマの駆除を実施する。 

市内農業者等と連携し、箱罠を設置しア

ライグマの捕獲、駆除を実施している。

（令和 3 年度は 209 頭駆除） 

引き続き、市内農業者等と連携し、箱罠を設

置しアライグマの捕獲、駆除を実施している。

（令和 4 年度は 169 頭駆除） 

今後も、生活環境被害の防止や生態系の維持

を図るため、継続してアライグマの捕獲、駆

除を行う。 

環境課 
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鳥獣による農作物

等被害防止対策事

業 

平成 27 年度に設置した鳥獣被害対策実

施隊によって、エゾシカ等の有害鳥獣駆

除を推進する。 

鳥獣被害対策実施隊員による有害鳥獣捕

獲活動を行った。 

鳥獣被害対策実施隊員による銃器及びくくり

罠、囲い罠によるエゾシカ等の捕獲を実施し

た。 

大根、馬鈴薯、人参など農作物全般にわたる

食害、踏み付け等の被害が見受けられた。 
農政課 

 

基本方針 1 環境保全系統 豊かな森や林を将来の世代に引き継ぐための施策  
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基本方針 2 レクリエーション系統 市民がいきいきと交流し、憩える緑をつくるための施策 

成果指標 

項  目 現況値 目標値 

お住まい周辺の公園への満足度の割合 30.9％（令和元年度） 40.0％以上（令和 12 年度） 

お住まい周辺の公園を利用する割合 72.7％（令和元年度） 80.0％以上（令和 12 年度） 

自然観察会の参加人数 110 人（令和元年度） 300 人以上（令和 12 年度） 

 

基本施策 
具体施策内容・関連事業一覧 

 
施策内容 事業名 事業内容 これまでの取組 令和 4 年度の取組 評価・課題 担当課 

(1) 市民の交流を促すレクリエーシ

ョン拠点の充実 

市民の交流を促すレクリエーションの拠

点の充実を図るため、総合運動公園の整備

及び道道札幌恵庭自転車道線などの各拠

点をつなぐネットワークの整備を推進し

ます。 

また、東の里遊水地は、治水機能に支障を

及ぼさない範囲での利活用を推進します。 

 

●総合運動公園の整備推進① 

●スポーツ広場の創設② 

●道道札幌恵庭自転車道線の推進③ 

●拠点と各地区のネットワークの強化④  

●東の里遊水地の利活用⑤ 
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●総合運動公園の整備推進① 

総合運動公園は、レクリエーション拠点としての充

実を図るため、屋根付き野球場を核とし、周辺の豊

かな緑との一体感や親水空間などの創出を図りま

す。 

運動広場整備

事業 

ボールパークに関連する都市公園の整備を行

う。 

総合運動公園への日本ハムファイターズ新球場誘致に向

け、平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月までの間、合計 13

回（平成 28 年度とあわせ、合計 17 回）の協議を実施し、

平成 30 年 3 月 26 日に新球場建設候補地が総合運動公園

に決定した。新球場建設決定後は、用地取得や物件補償、

総合運動公園の整備を進めている。 

(株)ファイターズスポーツ＆エンターテイメント

とともに、市民説明会を２回開催し、ボールパー

ク構想推進の経過と進捗について市民理解の促進

を図った。また、関係する各種機関との協議を進

め、北海道ボールパーク F ビレッジ内において

新球場等の整備を進める等、事業の進捗を図った。 

令和４年度末に周辺施設が供用開始となったこと

から、今後は適切な維持管理を行い整備箇所の保

全に努める。 

都市整備課 
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●スポーツ広場の創設② 

総合運動公園予定地であった、北広島市総合体育館

周辺を新たにスポーツ広場として設置し、総合運動

公園との連携を図ります。 

（管理業務） 

総合体育館を核としたスポーツ広場とボール

パークと連携を図りながら、緑地の維持管理を

行う。 

新球場建設決定後は連絡する歩行者専用通路の整備ととも

に緑の保全に配慮しながら駐車場等の整備を進めている。 

駐車場の整理後においても、指定管理者と連携を

図り、草刈り等の適正な維持管理を実施している。 

施設の指定管理者において、適切な維持管理が行

われた。 

引き続き、指定管理業務の仕様に基づき、適切な

維持管理に努める。 

社会教育課 
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●道道札幌恵庭自転車道線の推進③ 

道道札幌恵庭自転車道線の延伸については、自然環

境に配慮した整備を推進するとともに、沿線に既に

整備されている、学習の森や水辺の広場の更なる活

用を図ります。 

（整備事業） 
北海道が主体となり、道道札幌恵庭自転車道線

の延伸整備を行う。 

現在、北広島市内の延長約 14.5km の内 11.5km（約 79％）

が供用されており、平成 26 年に富ヶ岡から南の里の区間

（3.4 ㎞）が整備された以降も整備の推進を図るため、整

備主体である北海道に対し、実現に向けたルートの協議・

調整を行うとともに整備の推進を要望した。 

整備主体である北海道に対し、実現に向けたルー

トの協議・調整を行うとともに整備の推進を要望

した。 

今後も早期延伸整備に向けた取組みを進める。 建設総務課 
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●東の里遊水地の利活用⑤ 

農業被害や生態系への影響が懸念されている特定

外来生物や、有害鳥獣については、生物多様性の確

保の観点からも、適切な対策を講じます。 

都市公園整備

事業 

東の里遊水地利活用計画に基づき、誰もが気軽

に訪れ、憩い、やすらぎ、くつろげる広場の整

備を進める。 

東の里遊水地の利活用に係る実施設計を行い、北海道開発

局と施設整備に向けた協議を行っている。 

北海道開発局と利活用施設の整備に向けた協議・

調整を行った。 
遊水地での利活用施設の整備の取組みを進める。 都市整備課 

(2) 適正な維持管理・魅力ある都市

公園の創出 

身近に利用できる憩いや休息の場として、

更なる活用が図れるよう、適切な維持管理

に努めるとともに、安心して過ごせる都市

づくりを進めるため、だれもが安全で利用

しやすい都市公園の施設整備に努めます。 

また、市民が地域の公園として愛着を持っ

てもらうために、公園施設の更新に当たっ

ては、地域の意見を聞きながら進めます。 

 

★公園の適切な維持管理⑥ 

★魅力ある公園づくりに向けた 

Ｐark-ＰＦＩ等の検討⑦ 

●地域住民のニーズに応えた施設の 

整備⑧ 

●少子高齢化社会に対応した公園や緑地

等の整備⑨ 

18 

★公園の適切な維持管理⑥ 

北広島市公園施設長寿命化計画に基づく施設の更

新及びライフサイクルコストの縮減に努めます。 

都市公園整備

事業 

公園施設（遊具・休養施設等）について、重点

的・効率的な維持管理や更新計画を立てること

で、限られた予算の中でも、施設の安全性と快

適な利用や機能を確保する。 

平成 22 年度より計画的に公園施設の更新を実施している。 
公園施設長寿命化計画に基づき計画的に公園施設

の改修等を行った。 

新たな公園整備の予定はないが、公園施設長寿命

化計画に基づいた維持管理に努める。 
都市整備課 

19 

★魅力ある公園づくりに向けたＰark-ＰＦＩ等の

検討⑦ 

より魅力ある公園をめざすため、民間事業者との連

携による、Ｐark-ＰＦＩ等の導入などの検討を進め

ます。 

都市公園整備

事業 

公共施設を効果的・効率的に活用し、市民のみ

なさんに対して必要な公共サービスを持続的

に提供し続けるために、民間活力の導入に取り

組み民間事業者のアイディアと資金による再

整備と適正な管理体制を模索する。 

令和元年度に市内公共施設整備に対し、PPP/PFI 方式導入

の検討会を実施。 

Park-PFI 等の制度について導入している自治体

に対し聞き取り調査を実施した。  

Park-PFI 等の対象とする公園に対し、民間業者へ

の導入可能性調査を実施する。 
都市整備課 

20 

●地域住民のニーズに応えた施設の整備⑧ 

公園や緑地などについては、誰もが快適で安全に利

用できる公園をめざすため、地域住民の意見を聴

き、ニーズに応えた施設整備に努めます。 

都市公園整備

事業 

公園施設の新設・改修に当たっては、公園周辺

の地域の方々と意見交換を行い、遊具等を決定

するとともに、公園施設長寿命化計画に基づ

き、整備を行う。 

平成 22 年度から地域の方々と意見交換を行い、令和 3 年

度までに 73 公園の施設整備を実施している。 

令和 4 年度は、7 公園の遊具等改修、4 公園の新

設を行った。 

今後も意見交換会等を開催し、公園施設長寿命化

計画に基づき計画的な施設整備を行う。 
都市整備課 

21 

●少子高齢化社会に対応した公園や緑地等の整備

⑨ 

新設や再整備される公園や緑地については、バリア

フリーに配慮するなど、だれもが安心して利用しや

すい憩いの場の提供に努めます。 

都市公園整備

事業 

誰もが安心して快適に利用できる公園に向け

バリアフリー法に基づく基準により公園づく

りを進める。 

既設公園内トイレ及び園路のバリアフリー化を実施してい

る。 

既設公園内トイレのバリアフリー化については、

完了している。 

園路のバリアフリーについては、公園施設長寿命

化計画に基づき改修する際に施設整備を行う。 
都市整備課 
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基本施策 

具体施策内容・関連事業一覧 

 
施策内容 事業名 事業内容 これまでの取組 令和 4 年度の取組 評価・課題 担当課 

(3) だれもが利用しやすい施設の更

新充実 

市民の多様なレクリエーションのニーズ

に応えるため、各種レクリエーション施設

の充実を図ります。  

 

●多様なレクリエーション施設の充実⑩ 

●ボールパーク構想における魅力あるレ

クリエーション施設の実現⑪ 

22 

●多様なレクリエーション施設の充実⑩ 

キャンプ場やパークゴルフ場、市民農園や観光農園

など多様なレクリエーション施設については、事業

者と連携し充実に努めます。 

菜園パーク促

進事業 

認定市民農園に関する情報提供、開設の相談、

開設費用の一部補助を行う。 

開設の相談を受け、関係機関との事前協議及び施設整備費

等に補助金を交付。 
開設の相談はなかった。 

引き続き相談があった際には検討及び協議を行

う。 
農政課 

23 

グリーンツー

リズム推進事

業 

観光農園等については、きたひろしま農園ＭＡ

Ｐに掲載し、周知に努める。 
きたひろしま農園ＭＡＰの作成。 きたひろしま農園ＭＡＰの更新を行った。 

電子化により農園の場所の詳細がわかるようにな

り、現在地からのルートが検索できるようになっ

たことで、利便性が向上した。 

農政課 

24 

（管理業務） 

市管理のパークゴルフ場及び北広島自然の森

キャンプ場は、指定管理者により適切に維持管

理を行う。 

指定管理者と連携を図り、草刈り等の適正な維持管理を実

施している。 

パークゴルフコースのある公園について、指定管

理者による草刈り及び高木樹の剪定を実施した。 

今後も、レクリエーション施設保全のために維持

管理を行う。 
都市整備課 

25 指定管理者において、適切な維持管理を行った。 

各施設の指定管理者において、適切な維持管理が

行われた。 

引き続き、指定管理業務の仕様に基づき、適切な

維持管理に努める。 

社会教育課 

26 

●ボールパーク構想における魅力あるレクリエー

ション施設の実現⑪ 

ボールパークにおけるレクリエーション施設につ

いては、自然との調和を図り、だれもが利用しやす

く魅力のある施設をめざします。また、道道札幌恵

庭自転車道線等のネットワークを活用した施設の

充実を図ります。 

都市公園整備

事業 

ボールパーク内に周囲の自然環境と一体感の

ある魅力的な施設を整備する。 

ボールパーク周辺に自然との調和を図った休

憩所を兼ねる駐輪場等を整備することで市民

や自転車道利用者の休憩、休息の場として活用

を図り、レクリエーション施設の利用増加を支

援する。 

ボールパークにおいては憩い、交流の場としての活用が期

待できる緑に囲まれた修景池の整備を民間事業者により進

めている。 

ボールパーク周辺においては令和２年度に用地取得に着手

し、令和３年度から施設整備を進めている。 

令和 3 年度に引き続き、ボールパーク内の施設整

備を進め、周辺緑地や駐輪場の整備工事を実施し

た。 

令和４年度末に周辺施設が供用開始となったこと

から、今後は適切な維持管理を行い整備箇所の保

全に努める。 

都市整備課 

(4) 自然とふれあえる緑空間の活用 

子どもをはじめ市民が身近にふれあえる

自然環境をつくるため、各地区の市街地周

辺の樹林地を保全し活用します。 うるお

いある水辺の環境を確保するため、親水空

間の保全に努めます。 また、循環型社会の

実現に向けた市民意識の向上や普及啓発

を進めるとともに、緑資源の有効活用の取

組を進めます。その他に、市有林などでは、

自然と親しむ場として活用できる環境づ

くりを進めます。  

 

●市街地周辺の樹林地の活用⑫ 

●輪厚川など親水空間の保全⑬ 

●その他の山林、丘陵樹林地の活用⑭ 

28 

●市街地周辺の樹林地の活用⑫ 

富ヶ岡地区の市有林については、森林ボランティア

等の活動フィールド、子どもたちの体験学習、市民

の交流の場として活用を図ります。また、市民が自

然とのふれあいや環境学習の場として、市街地周辺

の樹林地の活用について検討します。 

●その他の山林、丘陵樹林地の活用⑭ 

市有林での、自然観察など行楽の場として活用する

にあたっては、利用者のマナー向上の啓発を進めま

す。また、間伐材や剪定枝については、有効活用を

図ります。 

緑の活動拠点

運営事業 

ＮＰＯ法人北広島森林ボランティア・メイプル

主催による、市民を対象とした森林散策観察会

や間伐材を利用した炭作り、燻製作りの体験学

習など１年に数回の実施を継続している。（Ｎ

ＰＯ法人は市との協定書により「富ヶ岡の森」

の維持管理を実施） 

育樹作業や、除間伐材を利用したものづくりなどの活動を

毎年 6 回程度行っている。 

山野草の植生やキノコの観察会など、除間伐材を

利用したものづくりなど 12 回の活動を行った。 

今後もボランティア等の協力により、活動を継続

する。 
都市整備課 

29 
緑の活動拠点

運営事業 

緑陽中学校の里山体験学習として春季に下草

刈、秋季には枝払いを行う。 

平成 18 年度から「富ヶ岡の森」を緑陽中学校の里山体験

学習の場として毎年活用している。 

緑陽中学校の里山林業体験学習として、春季に遊

歩道の草刈り、秋季には枝払いを行った。 

森林とのふれあい体験学習を実践するため、今後

も継続する。 
都市整備課 

30 ●輪厚川など親水空間の保全⑬ 

輪厚川については、平成 16 年度に親水空間として

整備されており、今後も、河川敷の草刈りなどを市

民と協働で進め、河川環境を保全しながら、親しま

れる憩いの場を提供します。また、旧島松駅逓所周

辺の河川環境の保全に努めます。 

輪厚川親水事

業 

輪厚川流域に近接する自治会や団体等で構成

する「輪厚川と親しむ会」により草刈や清掃活

動、また市民を対象に釣り体験事業を行ってい

る。（市は「輪厚川と親しむ会」へ交付金交付） 

輪厚川の景観維持や環境整備として、草刈り、花壇の植栽、

コスモス畑の整備、清掃などを実施している。 

草刈を A=8,550 ㎡×5 回、花壇整備 2 箇所 花

苗約 630 株植栽及び除草等の河川敷の維持管理

を実施した。釣り体験については、新型コロナウ

イルス感染対策のため中止しました。 

今後も市民の協力を得ながら、親水空間の創出を

図る。 
都市整備課 
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旧島松駅逓所

大規模改修事

業 

旧島松駅逓所周辺の整備に合わせ島松川や仁

井別川は、人が水に親しめるように親水空間の

整備や自然環境に配慮した整備を行う。 

平成 30 年度から旧島松駅逓所保存活用計画策定会議を設

置し、「史跡旧島松駅逓所保存活用計画」の策定を行うと

ともに、令和 2 年度から北広島市旧島松駅逓所整備基本計

画検討委員会において「史跡旧島松駅逓所整備基本計画」

の策定の中で、その方向性について検討した。 

令和 4 年度は、旧島松駅逓所主屋耐震補強・保存

修理基本設計を策定した。史跡内の主屋を中心と

した内容であることから、島松川及び仁井別川の

活用等については、今後、検討することとしてい

る。 

島松川及び仁井別川の活用等については、関係部

署と協議・調整を図りながら検討していくことと

する。 

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

ｾﾝﾀｰ 

32 

●その他の山林、丘陵樹林地の活用⑭ 

市有林での、自然観察など行楽の場として活用する

にあたっては、利用者のマナー向上の啓発を進めま

す。また、間伐材や剪定枝については、有効活用を

図ります。 

緑の活動拠点

運営事業 

ＮＰＯ法人北広島森林ボランティア・メイプル

主催による、市民を対象とした森林散策観察会

や間伐材を利用した炭作り、燻製作りの体験学

習など１年に数回の実施を継続している。（Ｎ

ＰＯ法人は市との協定書により「富ヶ岡の森」

の維持管理を実施） 

育樹作業や、除間伐材を利用したものづくりなどの活動を

毎年 6 回程度行っている。 

山野草の植生やキノコの観察会など、除間伐材を

利用したものづくりなど 12 回の活動を行った。 

今後もボランティア等の協力により、活動を継続

する。 
都市整備課 

 

基本方針 2 レクリエーション系統 市民がいきいきと交流し、憩える緑をつくるための施策 



6 

 

  
基本方針 3 防災系統 安全・安心の緑をまもり、つくり、育てるための施策 

成果指標 

項  目 現況値 目標値 

水源涵養保安林の面積 7,709,774 ㎡ （令和元年度） 現況値維持 （令和 12 年度） 

防風保安林の面積 76,287 ㎡ （令和元年度） 現況値維持 （令和 12 年度） 

土砂崩壊防備保安林の面積 58,559 ㎡ （令和元年度） 現況値維持 （令和 12 年度） 

 

基本施策 
具体施策内容・関連事業一覧 

 
施策内容 事業名 事業内容 これまでの取組 令和 4 年度の取組 評価・課題 担当課 

(1) 河川の増水を防ぐ源流及び流域

の緑の保全 

水害などの自然災害を防止するため、

仁別・三島の森など保水機能を有する

河川源流の森林や河川沿いの樹林地を

保全します。  

 

●河川の源流から下流にいたる樹林地

の保全① 

●東の里遊水地の活用② 

33 

●河川の源流から下流にいたる樹林地の保

全① 

一団の樹林地として保水機能を有する国有

林、南の里の森、仁別・三島の森を保全する

とともに、下流にいたる私有林等も所有者

の理解や協力を得ながら保全に努めます。 

森林保全活用事業 

森林整備計画に基づく森林経営計画に沿

って市有林の間伐等の整備を実施し、健

全な森林の形成を図る。 

仁別・三島地区の保安林については、北海

道による治山事業実施箇所の維持管理や

三別沢林道改良工事の完了により整備が

進んでいる。また、間伐や風倒木被害によ

る皆伐、植栽による整備を実施している。 

仁別地区において、令和３年度に植栽を行っ

た部分の下刈りを行った。 

健全な森林の形成を図るため、森林の機能と

その機能を発揮する上で望ましい森林の姿

を目指し整備・保全を進める。 

都市整備課 

34 

●東の里遊水地の活用② 

平成 23 年度から整備を進めてきた東の里

遊水地工事（150ｈａ）については、令和元

年度に完了したことから、治水対策施設と

しての効果を発揮できるよう、治水機能に

支障を及ぼさない利活用に努めます。 

（管理業務） 

北海道開発局により、平成 23 年 10 月

24 日に遊水地本体工事着工（面積 約

150ha、貯水容量 約 620 万㎥）、令和

元年度に完了。 

平成 30 年 3 月に東の里遊水地利活用計

画を策定し、R 元年度に遊水地本体工事

が完了。治水機能に支障を及ぼさない利

活用に努めている。 

遊水地の治水効果を最大限に発揮できるよ

う適切な維持管理を要望した。 

今後も遊水地の適切な維持管理を要望する

と共に、治水機能に支障を及ぼさない利活用

を進める。 

建設総務課 

(2) 避難場所、避難路の役割等を果た

す緑地の充実 

災害時に市民が安全に避難できるよう

にするために、避難場所に指定されて

いる公園や公共施設の緑地、避難路に

ついては、防災面などに配慮した緑地

の充実に努めます。 

また、北海道胆振東部地震で被災した

大曲並木地区の早期復旧に努めます。

  

●避難場所及び避難所の緑地の充実③ 

●避難路の緑化推進④ 

★大曲並木地区の緑による復旧⑤ 

35 

●避難場所及び避難所の緑地の充実③ 

避難場所となる公園・緑地や公共施設の緑

地については、北広島市地域防災計画に基

づき、適正な防災機能の維持に努めます。 

（管理業務） 

指定避難所としている公共施設につい

て、指定管理者に施設管理を委託してい

るほか、敷地内の植栽、緑地や周辺の樹木

の剪定、草刈等の適切な維持管理を行い、

防災機能の維持に努める。 

（地区住民センター等） 

各施設の指定管理者において、適切に維

持管理を行ってきた。 

各施設の指定管理者において、適切な維持管

理を行った。 

各施設の指定管理者において、適切な維持管

理が行われた。 

引き続き、指定管理業務の仕様に基づき、適

切な維持管理に努める。 

市民生活課 

36 

（保育園） 

シルバー人材センターのご厚意で毎年花

苗を寄附していただいており、年長児が

中心となり植栽を行い、植物の成長の様

子を観察するなどしている。 

敷地内の草刈りのほか、樹木の剪定や芯

止め等を行い、適切に維持管理を行った。 

当日は雨天であったため、シルバー人材セン

ター会員等と共同した植栽はできなかった

が、各園において年長児が中心となり植栽を

行った。 

また、管理人により敷地内の草刈等を行い、

適切な維持管理を実施した。 

様々な種類の花苗を植栽したことで子ども

たちはもとより保護者や地域の方々の目を

楽しませることができた。 

樹木の剪定については、可能な範囲で維持管

理を継続し、樹高が高くなった場合などは委

託による剪定も検討する必要がある。 

子ども家庭

課 

37 

（公園・都市緑地） 

これまで市有地として草刈等の維持管理

を行っている。 

公園・緑地の草刈り、樹木の剪定等を実施し

防災機能の維持に努めた。 

今後も、草刈等の適切な維持管理を行い、防

災機能の維持に努める。 
都市整備課 

38 

（大曲ふれあいプラザ） 

毎年、6 月から 9 月に草刈りＡ3,050 ㎡

×2 回、5 月に花壇整備、8 月に樹木の剪

定を行っており、適切に維持管理を行っ

ている。 

6 月から 9 月に草刈りＡ3,050 ㎡×3 回、5

月に花壇整備、8 月に樹木の剪定 

定期的な草刈、花壇の整備、樹木の選定を行

っており、今後も適切な維持管理を行い防災

機能の維持に努める。 

商工業振興

課 

39 

（学校施設） 

適切に剪定等の管理が行われず伸びきっ

た危険な樹木について伐採、剪定を行っ

ている。適切な管理を行い防災機能の維

持に努めている。 

適切に剪定等の管理が行われず伸びきった

危険な樹木について伐採、剪定を行った。適

切な管理を行い防災機能の維持に努めた。 

伐採、剪定を行ってはいるが、近年、予算不

足のため樹木の管理があまり行き届いてい

ない。 

教育総務課 

40 

（地区体育館等） 

必要箇所を確認しながら適正な維持管理

を行っている。 

各施設の指定管理者において、適切な維持管

理を行った。 

各施設の指定管理者において、適切な維持管

理が行われた。 

引き続き、指定管理業務の仕様に基づき、適

切な維持管理に努める。 

社会教育課 
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基本施策 
具体施策内容・関連事業一覧 

 
施策内容 事業名 事業内容 これまでの取組 令和 4 年度の取組 評価・課題 担当課 

(2) 避難場所、避難路の役割等を果た

す緑地の充実 

41 

●避難路の緑化推進④ 

幹線道路の街路樹や緑道などの歩行者・自

転車道路の樹木については、樹種の選定な

ど防災面に配慮した緑化に努めます。 

街路樹補植事業 
樹種の選定など防災面に配慮しながら空

いている植樹桝に補植を実施する。 

令和 3年度までに植樹目標本数 710 本に

対し、318 本の植樹を行った。（約 45％）

今後も継続していく。 

令和４年度に 6 本の植樹を行い、累計本数を

324 本とした。（植樹目標本数 710 本に対

し、進捗率を約 46％とした） 

樹種の選定を含め、防災面に配慮した植樹を

進める。 
土木事務所 

42 

★大曲並木地区の緑による復旧⑤ 

北海道胆振東部地震により、被害を受けた

大曲並木 3 丁目の一部の地区については、

緑の活用を含めた早期復旧に努めます。 

都市公園整備事業 

平成 30 年胆振東部地震により被害を受

けた大曲並木地区について、北広島市復

興まちづくり計画に基づき緑地の整備を

進める。 

宅地耐震化対策事業が令和 3 年度に完了

し、今後、緑地の事業化に向けた検討を実

施している。 

緑地整備の事業化に向け検討を行った。 
令和 6 年度の緑地整備工事に向け町内会との

意見交換や実施設計を進める。 
都市整備課 

(3) 土砂災害等を防ぐ保安林や傾斜

地の樹林地の保全 

土砂災害等を防止する機能をもつ市街

地の周辺部や市街地内の傾斜地にある

樹林地 を、引 き続 き保全 しま す。

 

●防風保安林や土砂崩壊防備保安林等

の保全⑥ 

●市街地内の樹林地の保全⑦ 

43 

●防風保安林や土砂崩壊防備保安林等の保

全⑥ 

南の里地区の防風保安林や山手町にある土

砂崩壊防備保安林などは、周辺の都市緑地

や緑葉公園の樹林地とともに引き続き保全

します。 

（管理業務） 

防風林や土砂防備林などの公益的な機能

を持つ保安林の機能が確保されるように

森林を保全する。 

保安林の機能維持を図るための保育方法

などの検討を進めている。 

防風林の低下した機能を適正に発揮するため

の整備を行った。 

今後は、管理が行われていない防風保安林の

間伐や植樹にについて、検討する。 
農政課 

44 

●市街地内の樹林地の保全⑦ 

市街地内の樹林地などは、市街地内での土

砂災害を防止する緑として保全に努めま

す。 

（管理業務） 
既存の都市緑地や緩衝的な役割を果たす

緑地の保全に努める。 

除草、樹木剪定や除間伐等の作業による

維持管理を実施している。 
緑地の草刈り、樹木の剪定等を実施した。 

今後も、適切な維持管理を行い樹林地の保全

に努める。 
都市整備課 

(4) グリーンインフラ導入の検討 

グリーンインフラの果たす役割は、環

境保全、防災・減災、良好な景観、観

光資源、食料の生産、コミュニティの

形成など多岐にわたり、その影響は地

域経済や市民生活にも及びます。 

本市では、これまで、公園の整備や緑

地の保全、街路樹の植栽など、グリー

ンインフラに繋がる取組を行ってきま

したが、今後は、記録的大雨などに対

するグリーンインフラの導入に向けた

検討を進めます。

 

★グリーンインフラを活用した防災・

減災への検討⑧ 

45 

★グリーンインフラを活用した防災・減災

への検討⑧ 

自然環境が有する防災・減災機能を活用し

た取組の導入について検討します。 

（民間事業） 

ボールパークを地域防災拠点に位置付

け、新球場を地域住民や帰宅困難者等を

一時的に滞在させることができる広域避

難場所に指定していることから、防災面

に配慮した整備を進める。 

民間事業者により整備するボールパーク

エリア内の道路が避難経路として用いる

ことができるよう道路沿線への植樹を計

画した。 

令和 4 年度は、ボールパークＦビレッジ内の

道路の緑化を実施した。 

今後は、適切な維持管理を行い整備個所の保

全に努める。 
都市整備課 

46 森林保全活用事業 

森林整備計画に基づく森林経営計画に沿

って市有林の間伐等の整備を実施し、健

全な森林の形成を図る。 

仁別・三島地区の保安林については、北海

道による治山事業実施箇所の維持管理や

三別沢林道改良工事の完了により整備が

進んでいる。また、間伐や風倒木被害によ

る皆伐、植栽による整備を実施している。 

仁別地区において、令和３年度に植栽を行っ

た部分の下刈りを行った。 

健全な森林の形成を図るため、森林の機能と

その機能を発揮する上で望ましい森林の姿を

目指し整備・保全を進める。 

都市整備課 

 

基本方針 3 防災系統 安全・安心の緑をまもり、つくり、育てるための施策 
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基本方針 4 景観構成系統 四季を彩る緑、ふる里の魅力を高める緑を大事にするための施策 

 
 成果指標 

項  目 現況値 目標値 

樹木植栽本数 23,966 本 （令和元年度） 24,100 本以上 （令和 12 年度） 

市の木や花の植栽数 3,292 本 （令和元年度） 3,400 本以上 （令和 12 年度） 

旧島松駅逓所の観覧者数 5,920 人 （令和元年度） 現況値以上 （令和 12 年度） 

花いっぱい運動による自治会等の参加数 147 団体 （令和元年度） 200 団体以上 （令和 12 年度） 

 

基本施策 
具体施策内容・関連事業一覧 

 
施策内容 事業名 事業内容 これまでの取組 令和 4 年度の取組 評価・課題 担当課 

(1) 景観の基礎となるまとまった緑の保全 

本市の緑の豊かさを印象づける樹林地を保

全します。また、近年は太陽光発電設備の設

置が増えていることから、北海道太陽電池・

風力発電設備景観形成ガイドラインを参考

とし、緑の保全に努めます。 

●国有林、富ヶ岡の森、南の里の森、仁別・

三島の森の保全① 

47 

●国有林、富ヶ岡の森、南の里の森、仁別・三

島の森の保全① 

本市の緑の景観の基礎となっている国有林、

富ヶ岡の森、南の里の森、仁別・三島の森の保

全に努めます。 

都市景観形成事業 

緑化推進事業 

良好な緑景観の保全のため、緑の豊か

さを印象付ける樹林地の保全に努め

る。また、近年増加傾向にある太陽光

発電施設の設置に際して、事業者に緑

景観と開発との調和を促す。 

良好な緑景観の保全につながる民間施設の緑化推進について

は、事業者に開発行為地における緑化の推進に関する計画を

定めさせ、緑化に努めるよう事前協議（以下、緑化協議とい

う。）を行っている。 

緑化協議の対象行為として、一定規模以上の

太陽光発電施設の設置を追加した。 

令和 4 年度 緑化協議件数 30 件（うち 太陽

光発電施設の設置に係るもの 1 件） 

開発行為地の周囲等において、適切な残置森

林や高木等の植栽により緑化が図られ、緑景

観の保全につながっていることから、緑豊か

な環境を保持するため、今後も緑化協議を継

続する。 

都市計画課 

都市整備課 

(2) 都市の顔や拠点となる地域の緑による

演出 

多くの人々が訪れるＪＲ北広島駅周辺で

は、都市の顔としての魅力を高めるために

緑を活用し、やすらぎやうるおいのある空

間づくりに努めます。また、ＪＲ北広島駅か

らボールパークにかけては、景観における

重要なゾーンとして緑の演出による魅力向

上に努めます。 

国指定史跡の旧島松駅逓所については本市

の歴史を物語る拠点として、自然と調和し

た史跡としての整備を図ります。 

●ＪＲ北広島駅西口周辺の 

土地利用② 

●ＪＲ北広島駅からボールパークにかけて

の魅力向上③ 

★旧島松駅逓所周辺環境等の整備④ 

48 

●ＪＲ北広島駅西口周辺の土地利用② 

ＪＲ北広島駅西口周辺については、ボールパ

ーク効果による来訪者に対応するため、緑や

景観に配慮します。 

駅西口周辺エリア

活性化事業 

ボールパークへのアクセス機能整備

と併せて、駅周辺地区の魅力と価値を

高めるような市有地の効果的な活用

及び、私有地を含めた一体的な土地利

用・機能整備を進める。 

令和 3 年 3 月に株式会社日本エスコンと駅西口周辺エリア活

性化事業に関するパートナー協定を締結している。本パート

ナー協定に基づき、駅西口周辺エリアにおけるコンセプトや、

対象市有地の土地利用・機能整備に係る計画など、本事業を推

進する上で必要な事項を定めるために、パートナー企業であ

る株式会社日本エスコンが市と協議の上、駅西口周辺エリア

活性化整備計画を令和 3 年 4 月に策定した。 

令和 5 年 3 月に開業したボールパークの交通拠点

として、駅前広場の整備を行った。また、市有地 A

個別事業計画に基づき、ホテルと商業施設からなる

複合交流拠点施設の整備が着工したほか、北広島市

立地適正化計画で都市機能の誘導施設に位置付け

られている認可保育所と約 190 戸の分譲マンショ

ンなどから居住交流施設を整備するための個別事

業計画を策定した。 

駅西口周辺エリア活性化整備計画に基づき、事業

が着実に進捗している。また、今後は令和 6 年度に

複合交流拠点施設、令和 7 年度に居住交流施設の整

備が完了する予定であり、新たな人の流れが生まれ

ることが期待できる。 

課題としては、駅前にできる新たな広場及び公園を

有効活用するソフト施策であり、パートナー企業で

ある株式会社日本エスコンや地権者、周辺住民と協

議を行い、魅力あふれるエリアを創出すること等。 

企画課 

49 

●ＪＲ北広島駅からボールパークにかけての

魅力向上③ 

ＪＲ北広島駅からボールパークにかけては、

現状の大切な緑を維持するとともに、緑の演

出に努めます。 

（管理業務） 
北進通のプラタナス並木については、

剪定などによる維持管理を実施する。 

プラタナス並木については、3 年に一度の剪定が実施されて

いる。 

令和 4 年度に北進通のプラタナス並木 234 本の剪

定を実施した。 
今後も、景観に配慮した維持管理を行う。 土木事務所 

50 

★旧島松駅逓所周辺環境等の整備④ 

北海道開拓史上貴重な遺構である旧島松駅逓

所の周辺については、地域資源としての活用

を図るため、史跡旧島松駅逓所整備基本計画

等により、自然と調和した周辺環境の整備に

努めます。 

旧島松駅逓所大規

模改修事業 

旧島松駅逓所の周辺の施設整備を行

う。 

平成 30 年度から旧島松駅逓所保存活用計画策定会議を設置

し、史跡旧島松駅逓所の保存及び活用に関する「史跡旧島松駅

逓所保存活用計画」を策定するとともに、令和 2 年度から北

広島市旧島松駅逓所整備基本計画検討委員会において「史跡

旧島松駅逓所整備基本計画」の策定に向けて取り組んだ。 

令和 4 年度は、旧島松駅逓所主屋耐震補強・保存修

理基本設計を策定した。史跡内の主屋を中心とした

内容であることから、周辺環境の整備等について

は、今後、検討することとしている。 

周辺環境の整備等については、関係部署と協議・調

整を図りながら検討していくこととする。 

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

ｾﾝﾀｰ 

(3) 人々に緑の豊かさを感じさせる幹線道

路、ＪＲ沿線の緑の保全・創出 

本市の緑の豊かさを印象づけるために、多

くの人々が往来する幹線道路、ＪＲ沿線の

樹林地や市街地内の緑の保全や緑化に努め

ます。  

●ＪＲ沿線、幹線道路から見える、豊かな緑

の保全⑤ 

●公共公益施設の緑化⑥ 

●道路の緑化⑦ 

●他市町との境界の河川の緑の 

保全⑧ 

●景観に配慮した街路樹の管理⑨ 

●住宅地の花によるまちづくりの 

推進⑩ 

●民間施設の緑化の推進⑪ 

★ボールパークアクセス道路周辺の緑の保

全⑫ 

51 

●ＪＲ沿線、幹線道路から見える、豊かな緑の

保全⑤ 

ＪＲ沿線や幹線道路から見える樹林地につい

ては、今後も保全に努めます。 

（管理業務） 
既存の都市緑地や緩衝的な役割を果

たす緑地の保全に努める。 

除草、樹木剪定や除間伐等の作業による維持管理を実施して

いる。 

緑地保全のため草刈りをはじめ、高木樹の剪

定・間伐についても取り組んだ。 
今後も、緑地保全のために維持管理を行う。 都市整備課 

52 

●公共公益施設の緑化⑥ 

官公庁や学校などの公共公益施設の敷地につ

いては、市の木や市の花を活用しながら、子ど

もたちなどの市民参加による緑と花のある美

しいまちづくりを推進します。 

緑化推進事業 

昭和 58 年から「花いっぱい運動」の

取り組みが始まり、毎年、自治会やボ

ランティア団体などに花苗を配布し、

街区公園や街路樹桝などに植栽して

いる。（市は北広島市緑化推進委員会

へ交付金交付） 

公共施設等の緑化については自治会等の協力により、花苗の

植栽を実施している。 

令和 4 年度は、公共施設等に 19 団体の協力

により、3,895 株の花苗を植栽した。 

「花いっぱい運動」は市民が緑のまちづくり

に参加できる活動であるため、今後も活動を

継続するとともに、市の木や花の活用も検討

する。 

都市整備課 

53 

●道路の緑化⑦ 

幹線道路については、市民との協働により、植

樹帯を活用した花によるまちづくりを推進し

ます。 

令和 4 年度の春には、街路樹桝および公園花

壇等に 90 団体の協力により、22,265 株の花

苗を植栽し、秋には 20 団体の協力により、

チューリップの球根 4,520 個を植栽した。 

市民への緑づくりを促しており、普及啓発活

動と緑の保全の両方を担っていることから、

今後も事業を継続する。 
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  基本施策 
具体施策内容・関連事業一覧 

 
施策内容 事業名 事業内容 これまでの取組 令和 4 年度の取組 評価・課題 担当課 

(3) 人々に緑の豊かさを感じさせる

幹線道路、ＪＲ沿線の緑の保全・創出 

54 

●他市町との境界の河川の緑の保全⑧ 

他市町との境界にある河川沿いの緑につ

いては、広域的な視点から重要な緑地と

して位置づけし、周辺環境との調和に配

慮し保全に努めます。 

（管理業務） 河川について維持業務を行う。 

現在、必要に応じた河川の維持管理のみを行ってい

る。緑化については行っていない。 

大曲並木地区で災害復旧工事実施。 

現在、必要に応じた河川の維持管理のみを行

っている。緑化については行っていない。 

今後は、周辺環境に配慮しながら治水機能の

維持管理を行う。 
土木事務所 

55 

●景観に配慮した街路樹の管理⑨ 

街路樹は、まちの顔・通りの顔となる景観

の重要な要素であり、新緑や紅葉など魅

力ある四季の変化を演出するものである

ことから、統一された美しさとなるよう、

街路樹維持管理方針に基づき、適正な管

理に努めます。 

（管理業務） 

街路樹の剪定については、市内を

巡回し必要箇所を確認しながら

維持管理を行う。 

必要箇所を確認しながら適正な維持管理を行ってい

る。 

市内を巡回し、剪定等の必要な箇所を確認し

ながら適正な維持管理を行った。 

今後も、街路樹維持管理方針に基づき、適正

な維持管理を行う。 
土木事務所 

56 

●住宅地の花によるまちづくりの推進⑩ 

市民との協働によるオープンガーデン見

学会や、花のまちコンクールの開催等を

通して、市民に花づくりの楽しさを知っ

てもらうことにより、住宅地の花による

まちづくりを推進します。 

緑化推進事業 

緑と花のある美しいまちづくり

を推進するため、オープンガーデ

ン見学会や花のまちコンクール

を実施する。 

平成 6 年度から始まった「花のまちコンクール」によ

り、庭先や事業所・公共施設などを花で飾り花による

美しいまちづくりが実施されている。また、平成 16 年

度から行っているオープンガーデン見学会において

も多数の応募参加者により実施されている。 

令和 4 年度は、新型コロナウイルス感染対策

のため中止した。 

花づくり情報発信などの普及啓発活動とし

て、オープンガーデン見学会や花のまちコン

クールを実施し市民への花づくりの楽しさを

周知し一応の成果を得ていたが、北広島花の

会の活動休止や高齢化による参加者の減少等

により催しの継続が難しいことから、新たな

施策を模索する。 

都市整備課 

57 

●民間施設の緑化の推進⑪ 

事業所の敷地については、民間施設にお

ける緑化の基準及び協議に関する要綱に

基づいて緑化を推進します。 

緑化推進事業 

開発者との緑化計画協議を通じ、

事業所等の敷地における緑化を

推進する。 

開発者との緑化計画協議を通じ、事業所等の敷地にお

ける緑化を推進に努めている。 
令和 4 年度は、30 件の緑化協議があった。 

開発行為地の周囲等において、適切な残置森

林や高木等の植栽により緑化が図られ、緑景

観の保全につながっていることから、緑豊か

な環境を保持するため、今後も緑化協議を継

続する。 

都市整備課 

58 

★ボールパークアクセス道路周辺の緑の

保全⑫ 

ボールパーク建設に関連するアクセス道

路周辺において、吸収源や野生動植物の

生息場所、生育空間の役割を果たす森林

や自然環境の保全に努めます。 

都市公園整備事

業 

ボールパーク構想において新た

に整備するアクセス道路周辺に

都市公園等を整備し、既存樹木を

吸収源及び野生動植物の生息、生

育空間として活用するとともに、

本市の緑豊かな魅力を印象付け

られる緑を配備する。 

令和 2 年度に事業計画を策定し、用地取得、現況測量

等を進めている。 

既存樹木の保全、施設整備等については、ボールパー

クへのアクセス道路周辺の自然やアウトドア、スポー

ツ等の活動の機会を検討する “市道西裏線周辺地域

のあり方を考える懇談会”により具体計画を策定して

いく。 

令和 4 年度は、アクセス道路周辺の緑地整備

工事を実施した。 

今後も利活用懇談会を開催し、具体的な整備

計画策定に取り組んでいく。 
都市整備課 

(4) シンボルとなる緑の充実 

丘陵・傾斜樹林地から見える緑豊かな

景観について保全の方策を検討しま

す。 

また、身近な風景の緑視率＊の現状調

査の実施や、さくらなどが植栽されて

いる公園などは、市民の憩いの場とし

て魅力の向上に努めます。 

 

●眺望景観をつくる緑の保全⑬ 

●市の木や花の保全⑭ 

59 

●眺望景観をつくる緑の保全⑬ 

四季折々の自然・田園環境が楽しめる緑

豊かな景観については、条例による地域

指定などを検討し保全に努めます。 

都市景観形成事

業 

条例などによる地域指定を含め、

緑の保全等の景観対策を検討す

る。 

再生可能エネルギー事業と自然環境、景観の調和をは

じめとした緑の保全について、引き続き景観行政団体

への移行も含め検討する。 

景観条例等の検討を進めるための先進地の視

察 8 月実施 

今後も景観行政団体への移行を含め、緑の保

全等の景観対策について検討を進める。 
都市計画課 

60 

●市の木や花の保全⑭ 

市のシンボルとなる市の木や花などの植

栽や保全に努めます。 

街路樹補植事業 

樹種の選定など防災面に配慮し

ながら空いている植樹桝に補植

を実施する。 

樹種が統一されていない路線の空き桝に市の木であ

るカエデを補植する。 

緑陽通線の空き桝にカエデを 6 本補植した。

今後も継続していく。 
今後も防災面に配慮した植樹を進める。 土木事務所 

 

基本方針 4 景観構成系統 四季を彩る緑、ふる里の魅力を高める緑を大事にするための施策 
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成果指標 

項  目 現況値 目標値 

市全体の緑は豊かだと思う割合 89.2％ （令和元年度） 現況値維持 （令和 12 年度） 

お住まい周辺の緑は豊かだと思う割合 76.6％ （令和元年度） 80.0％以上 （令和 12 年度） 

森林ボランティア活動における参加人数 125 人 （令和元年度） 150 人以上 （令和 12 年度） 

緑化イベントへの参加人数 221 人 （令和元年度） 250 人以上 （令和 12 年度） 

基本施策 

具体施策内容・関連事業一覧 

 
施策内容 事業名 事業内容 これまでの取組 令和 4 年度の取組 評価・課題 担当課 

(1) 活動に関わる仕組みをつくると

ともに、協働の取組を進める 

これからの緑は量を確保する時代か

ら、自然生態系の保全や身近なところ

で季節を感じさせる変化に富んだ緑づ

くりなどの、質を向上する時代に入っ

ています。市民が、自宅周辺の緑は豊

かだと感じる事ができる緑づくりなど

を実現するために、市民、事業者、行政

がそれぞれの役割を分担し、協働によ

る緑づくりを推進していきます。 

協働による緑づくりにあたっては、緑

への関心や理解を高め、多様な主体に

おける情報の共有や、イベント等を通

じた連携の強化などにより、担い手を

育てること、その担い手の緑づくりを

支援することなどを検討していきま

す。 

 

●緑づくりに対する関心の喚起① 

●緑づくりの担い手育成② 

●ボランティア等市民活動の支援と連

携③ 

★気軽に参加できる仕組みづくり④ 

61 

●緑づくりに対する関心の喚起① 

市民が感じる自宅周辺の緑の豊かさの維

持・向上や、緑への関心を高めるきっかけ

を提供するため、これまで実施してきた

緑化・啓発イベントに加え、新たな活動に

ついて検討し、様々な機会を通じての情

報提供等を進めながら、緑づくりに対す

る関心の喚起や参加意識の向上に繋がる

取組に努めます。 

緑の活動拠点運営

事業 

ＮＰＯ法人北広島森林ボランティア・メ

イプル主催による、市民を対象とした森

林散策観察会や間伐材を利用した炭作

り、燻製作りの体験学習など１年に数回

の実施を継続している。（ＮＰＯ法人は市

との協定書により「富ヶ岡の森」の維持管

理を実施） 

育樹作業や、除間伐材を利用したものづ

くりなどの活動を毎年 6 回程度行ってい

る。 

山野草の植生やキノコの観察会など、除間伐

材を利用したものづくりなど 12 回の活動を

行った。 

今後もボランティア等の協力により、活動を

継続する。 
都市整備課 

62 緑化推進事業 

緑と花のある美しいまちづくりを推進す

るため、オープンガーデン見学会や花の

まちコンクールを実施する。 

平成 6 年度から始まった「花のまちコン

クール」により、庭先や事業所・公共施設

などを花で飾り花による美しいまちづく

りが実施されている。また、平成 16 年度

から行っているオープンガーデン見学会

においても多数の応募参加者により実施

されている。 

令和 4 年度は、新型コロナウイルス感染対策

のため中止しました。 

花づくり情報発信などの普及啓発活動とし

て、オープンガーデン見学会や花のまちコン

クールを実施し市民への花づくりの楽しさを

周知し一応の成果を得ていたが、北広島花の

会の活動休止や高齢化による参加者の減少等

により催しの継続が難しいことから、新たな

施策を模索する。 

都市整備課 

63 
緑の活動拠点運営

事業 

緑陽中学校の里山体験学習として春季に

下草刈、秋季には枝払いを行う。 

平成 18 年度から「富ヶ岡の森」を緑陽中

学校の里山体験学習の場として毎年活用

している。 

緑陽中学校の里山林業体験学習として、春季

に遊歩道の草刈り、秋季には枝払いを行った。 

森林とのふれあい体験学習を実践するため、

今後も継続する。 
都市整備課 

64 

●緑づくりの担い手育成② 

良好な緑を保全、創出する森林管理など

の専門的なアドバイスができる知識と経

験のあるボランティアの人材確保や花づ

くりの担い手を確保するため、子どもか

ら大人まで緑の大切さを学び、緑づくり

に積極的に参加する人材を育成できるよ

う、自然観察会や体験学習会の実施など

環境教育の推進を図ります。 

緑の活動拠点運営

事業 

森林管理などの専門的なアドバイスがで

きる知識と経験のある「緑の推進員」を置

き、緑化の推進を図る。 

緑の推進員の協力により緑化の推進を図

られていたが、近年は高齢化などにより、

活動が実施できていない状況である。ボ

ランティアの協力を得ながら、緑の推進

員の確保に努め、緑化推進の体制づくり

を行う。 

特に活動実績は無い。 

緑化推進を図るには「緑の推進員」の存在は

欠かせないことから、担い手の確保が急務と

考えるため、担い手の確保に向けた取組みを

進める。 

都市整備課 

65 

●ボランティア等市民活動の支援と連携

③ 

市民、事業者の自主的な緑づくり活動を

支援するために、市民ボランティアやＮ

ＰＯ活動に対して情報提供や意見交換を

行うとともに、助成などの支援を行いま

す。また、市有林を森林ボランティアなど

の活動の場として提供します。 

緑の活動拠点運営

事業 

ＮＰＯ法人北広島森林ボランティア・メ

イプル主催による、市民を対象とした森

林散策観察会や間伐材を利用した炭作

り、燻製作りの体験学習など１年に数回

の実施を継続している。（ＮＰＯ法人は市

との協定書により「富ヶ岡の森」の維持管

理を実施） 

緑育樹作業や、除間伐材を利用したもの

づくりなどの活動を毎年 6 回程度行って

いる。 

山野草の植生やキノコの観察会など、除間伐

材を利用したものづくりなど 12 回の活動を

行った。 

今後もボランティア等の協力により、活動を

継続する。 
都市整備課 

66 

★気軽に参加できる仕組みづくり④ 

緑に関する情報の収集、市民の緑に関す

る知識の普及、緑化活動の参加へのアド

バイスなど、気軽に市民が緑に接するこ

とができる活動場所や仕組みづくりの検

討を進め、市民による緑化活動の輪を広

めます。 

緑化推進事業 

昭和 58 年から「花いっぱい運動」の取り

組みが始まり、毎年、自治会やボランティ

ア団体などに花苗を配布し、街区公園や

街路樹桝などに植栽している。（市は北広

島市緑化推進委員会へ交付金交付） 

街区公園や街路樹桝などに花苗を植栽し

ている。 

令和 4 年度の春には、街路樹桝および公園花

壇等に 90 団体の協力により、22,265 株の花

苗を植栽し、秋には 20 団体の協力により、

チューリップの球根 4,520 個を植栽した。 

市民への緑づくりを促しており、普及啓発活

動と緑の保全の両方を担っていることから、

今後も事業を継続する。 

都市整備課 

基本方針 5 制度・体制 市民と協働で緑づくりを進めるための施策 
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基本施策 

具体施策内容・関連事業一覧 

 施策内容 事業名 事業内容 これまでの取組 令和 4 年度の取組 評価・課題 担当課 

(2) 保全すべき緑地 

現在指定されている地域制緑地を、引

き続き保全していきます。また、私有

林については、森林環境譲与税を活用

した整備・保全に努めます。  

 

●地域制緑地の保全⑤ 

★森林環境譲与税による私有林の整

備・保全⑥ 

●林地開発の指導強化等保全方策の取

組⑦ 

67 

●地域制緑地の保全⑤ 

良好な環境をつくる緑地については、条

例等に基づき適切に保全します。 

（管理業務） 
既存の都市緑地や緩衝的な役割を果たす

緑地の保全に努める。 

除草、樹木剪定や除間伐等の作業による

維持管理を実施している。 

緑地内の高木樹の整枝・剪定、倒木の処理を

実施した。 

今後も、適切な維持管理を行い緑地の保全に

努める。 
都市整備課 
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★森林環境譲与税による私有林の整備・

保全⑥ 

市街地周辺の私有林などは、森林経営管

理法に基づく取組を進めるため、森林所

有者に森林の経営管理に関する意向調査

を実施するとともに、森林所有者の理解

と協力のもと、森林環境譲与税の活用な

どにより、良好な森林の整備・保全に努め

ます。 

森林経営管理事業 

経営管理が行われていない森林につい

て、市が所有者の委託を受け経営管理し

たり、林業経営者に再委託することによ

り、林業経営の効率化と森林管理の適正

化を促進する。 

森林所有者の調査や森林経営管理制度ス

タートのお知らせ、航空写真による林相

判読（民有林・約 3,700ha）を実施して

いる。 

業務委託により、標準地調査（現地調査によ

る林相や材積想定）を実施し、森林整備の方

向性やモデル地区を選定した。 

今後は、森林所有者より経営管理権の取得を

目指すが、施業が出来る経営管理権集積計画

が策定できるか課題である。 

農政課 
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●林地開発の指導強化等保全方策の取組

⑦ 

林地開発行為において、残しておくこと

を義務付けられた森林や、行為後におい

て植樹した森林については、適正に維持

管理するよう指導します。 

（指導業務） 

現在、開発行為により森林を他の土地利

用に一時的に供する場合には、利用後に

おける原状回復等の事後措置が適切に行

われるように指導している。 

林地開発の進捗など北海道と情報共有を

密にし、指導に当たってきた。 

開発地周辺からの苦情等については、許可権

者の北海道と連携し、事業者指導を行った。 

今後も 林地開発の進行状況の把握に努め、

北海道と連携し、対応する。 
農政課 
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